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まえがき 

全国的に言える事ですが、安価な中国製品等の輸入や職人の後継
者不足、高齢化により、近年は多くの竹林が放置され、放置竹林が
景観阻害や土砂崩れ、道路への倒木、獣害被害、廃棄物の不法投
棄等の原因となり社会問題となっています。 
森林資源のうち孟宗竹等の竹林は、全国で159,000ha（平成23年度
版林業白書）の面積を有しており、年に約8％のスピードで拡大を続け
ていると言われています。 
孟宗竹は関東以西のすべてのエリアに分布しており、特に鹿児島を中
心とした九州地方と島根・山口を中心とした中国地方、千葉県中央
部を中心とした関東地方、京都を中心とした近畿地方に分布していま
す。 
今回、全国に先駆けて第一工場を計画しているのは、千葉県夷隅郡
大多喜町です。周囲の鴨川、市原、木更津に広がる山は竹が密集し
ている地域になっています。 
厄介者といわれている「竹」を余すところなく利用し、地域振興にもつな
がる新たな事業の立上げを地元自治体の協力のもと進める計画で、
その後に全国展開を考えています。 
投資対象事業は、主に竹の集成材製造・販売事業です。 
自治体の放置竹林の長期契約による管理委託と言う形を取り、その
管理委託を受けて計画的な管理が出来るようになるため、これまで阻
害要因になっていた個人所有地の包括的な管理が出来るようになりま
す。竹の安定供給が保証されるため、基本的な原材料費は切り子の
人件費と運搬費だけになります。 
自治体にとっては、廃棄物の不法投棄の温床となっていた放置竹林の
管理が出来るため、また新たな雇用の創出にもつながる事業であるた
め、支援していただける持続可能な事業展開が出来ると考えています。 
工場予定地は、大多喜町からの紹介を考えており、企業誘致と言う
観点からも税制優遇等のメリットは大きいと考えております。（敬称略） 



竹の有効活用での地域創生と景観美化及び防災対策 

放置竹林の現状- 
竹林面積の拡大 

景観美化対策・防災対策 
獣害対策・不法投棄対策 
林業従事者および周辺事業
従事者の増加による活性化 

管理竹林（里山）
の再生と景観美化 

竹の集成材製造等に
よる竹の有効活用と
床材・建材販売等の

新規事業 



近年になって放置竹林による竹害被害がクローズアップされていますが、放置竹林
問題は今に始まったことではありません。 
2000年頃には、すでに放置竹林問題やそれが原因になったと考えられる土砂崩
れ等の災害に関する学術的な議論は起こっていました。 
また、各府県、市町村の自治体も竹の有効利用に関して、これまでさまざまな試
みをしていましたが、いずれも抜本的な解決を見るような持続可能な事業化によ
る有効利用の方法を見出せずに現在に至っています。 
竹を継続的に大量に有効利用するためには、伐採費用、運搬費さらに加工費を
カバーできる付加価値をつける製品作りが必要です。 
日本における高度成長期、その後のデフレの時代には、化石燃料を原料とした中
国産等の安価なプラスチック製品や化学製品が多く出回り、竹の製品には目が行
かなくなっていました。 
その間に日本の竹の加工業者や職人が廃業し、竹を利用するノウハウが失われま
した。また海外からの安価なタケノコが入り始めるとタケノコ農家さえも竹林の整備
をしなくなって（出来なくなって）しまいました。 
その結果が、現在の放置竹林問題になっています。 
各自治体が行っていた土壌改良剤や竹ザルや竹籠、そのままの竹を使ったアウト
ドア用品等の竹細工、また一部の事業者が行っていた畜産業者向けの他の飼料
と混ぜて使う飼料添加剤、現在ではバイオマス燃料の燃料等の単品の生産として
の利用が試されています。 
しかしながら、基本的に加工費用や手間賃も出ない安価な価格でしか売れない、
もしくは工芸品として高価な価格がつけられてしまうため、事業者が赤字になって
廃業してしまうと言う悪循環でした。 
一方で竹を利用した家具や生活小物は古くからヨーロッパでは、ある程度の高級
品として利用・消費されていました。 
ヨーロッパには、竹が群生しているエリアが無いため、東南アジアや中国で生産され
たものが主流でした。 
ロンドンの有名デパートであるハロッズやジョン・ルイス、パリのギャラリー・ラファイエッ
トでも竹製の生活小物はおしゃれな小物として売られています。 



• 日本全国の竹林面積は、平成23年度版の林業白書によれば159000haあります。（1ha=1万㎡です） 

• 木材市場の１％が竹にシフトしただけでもすごい量になります。（平成24年の統計資料で木材消費量は7063万㎥で
すので、1％で70万㎥になります。これは、竹の集成材製造に必要な竹の本数で換算すると年間1944万本の竹を使
用することになります。1日当り64,814本です。 

• 仮に竹林を全伐採して木材シェアの1％の集成材を製造するとしたら（１㎡に4本の竹が生えていたとすると）486万㎡
の竹を年間に伐採することになりますが、すべての竹を伐採処理しようとすると、327年かかることになります。 

• 竹の成長スピードは速いのでその間に元の状態以上の竹が生えてきていることになります。 

• この考え方は、竹が不要な物として考えているから大変な厄介者と言う感覚で見てしまいますが、逆の考え方すなわ
ち竹が資源であると言う考え方をした場合には、いくら使ってもなくならない有効な資源と言う捉え方が出来ます。 

 

• 竹の強靭さ、美しさは、安価な南方材の柔さとは一線を画していますし、集成材にした後の竹の板の強さはトラック荷
台の敷板に使用されているアピトン材に劣らないものです。また、加工によりその製品の利用範囲は家具用の木の集
成材に匹敵すると考えています。上述したアピトン材は成木に成長するまでに60年から70年かかると言われています。
又、家具に使用されているスギ木材でも30年はかかると言われています。（合板や圧縮材を除きます。）それに比べて、
竹の成長は早く 3年～5年で成木（竹）します。 

• 今まで日本は発展途上国や森林大国の安価な木材を輸入してきました。その発展途上国では木材輸出のために
乱伐採を繰り返してきました。近年、木材輸出国でも伐採の制限がかかったり、地球温暖化の影響を指摘されたりし
てきているため、今後のマーケットの状況は変化してくると見られています。 

• 一方、日本の森林資源に関してですが、長年にわたる海外からの安価な輸入材の増加が林業従事者の雇用を減
らし、以前は管理されていた里山も荒れ放題になっているところが増えてしまっています。 

 

• 森林資源の管理・防災のために費用の捻出をする必要があったため、復興支援税が森林環境税や森林環境譲与
税と言う基金に名称を買え、個人・法人から税金と言う形で徴収され始めようとしています。 



先端部分の枝葉 約6～8m 
現場で粉砕してバイオマス燃料 
もしくは竹炭に加工（加工に費用
がかかるが販売単価は安い） 
そこで、減容を主眼に考えシリカ
製造に向けたいと考えています。 
生産コストを考えると竹の製品製
造（竹ひごや爪楊枝、箸等）は、
採算が合わないと考えています。 

竹稈の直径 8cm～13cm 
約4～6m（2m ｘ 2～3本） 
が集成材製造に使用可能 

地面（根）から50cm～1m 
根は、花器等の工芸品の材料とし
て使用されることがあります。 
（放置しても自然に枯れます） 
粉砕してもほぼ無償提供となるこ
とが多いですし、刃の磨耗が激し
いことから邪魔にならない程度に
放置する事を考えています。 



集 成 材  

バイオマス燃料 
畜産用飼料 
土壌改良剤 

農林水産庁HP 「竹のおはなし」（２）から引用 

シリカ製造 



竹の集成材を利用した製品 
フローリング材・家具・小物 











都道府県別竹林面積                                

出典：林野庁 森林・林業白書（平成23年度版） 



約６ｍ
の部分
が利用
可能 

 竹の集成材製造過程における問題 
竹の集成材を製造するにあたり、竹節の間隔が広く直径
が8～13ｃｍ程度で均一のものが加工しやすいため、 
根に近い部分や先端部分の細い部分は使用しません。 
右図①の写真にあるように地上50cm～1mから中央部の
約4～7ｍを使用します。 
また、竹は木材と違い中が空洞なので、下記②の断面図
にあるように均等な幅（20～25ｍｍ）に切った竹を表皮
と内部の節を削り落として、均等な集成材の基になるユ
ニット（ラミナ）を作ります。 
そのユニット（ラミナ）を写真③のように並べて加熱圧
着し、基準となる集成材を製造します。（長さ約２ｍ） 
更に、製造された基準集成材を使用用途に応じて写真④
（トラック敷材）のようにつなげて、製品化します。 
このユニット（ラミナ）製造工程において、およそ30％
強の量が削り屑等になって廃棄されることになります。 



置き場
＆ 

1次処理 

廃材は煮沸プール用＆乾燥工程
のボイラー燃料に粗粉砕 

（バイオマス燃料にも利用可） 

畜産飼料
用竹粉 

竹割り工程 両面削り工程 煮沸洗浄工程 

乾燥工程 4面削り工程 接着工程 表面処理工程 

表面ワックス洗
浄工程（竹廃材
燃料を使用） 天日乾燥工程 

ジョイント工程 フィンガージョイント成型
工程 

微粉末竹粉 
畜産用飼料製造 

切り屑等の残材の回収及び粉末化 
土壌改良剤・バイオマス燃料として
利用（表皮が含まれているものに関
してはシリカ原料として処理） 



集成材工程 

均等な長
さに切断 

表皮の節
を削る 

均等な幅に切断 
（ユニット化） 

表皮及び裏の節を削る 

煮沸洗浄：ユニット表面油分、
不要成分の洗浄・除去 

煮沸洗浄：表皮の汚れ・
ワックス油分の洗浄 

加圧炭化炉で
殺虫・乾燥 

ユニット 
４面成形 

乾燥房で
乾燥 蒸気プレス機で 

板ユニットを加熱圧着
して集成材板に（1） 

表面処理機で 
均一の厚さに 
成型（2） 

フィンガージョイント成型 

集成材板、ジョインター
でジョイント 



竹の表面の皮等を含んでいるため
農業用肥料（土壌改良剤）もしく
は加工後燃料へ（シリカ原料とし
ても使用可） 

両面削り工程で排出される削り
屑 

この刃は、竹の内側のやわらかい部分
を削るため、この削り屑だけを別管理 

（微粉末竹粉=畜産用飼料） 

竹の表面の皮等を含んでいるため、
粉砕後に土壌改良剤、燃料もしくは
シリカ原料へ 

洗浄・乾燥後の4面成型削り
工程で排出される竹粉 

別管理 
微粉末竹粉 

バイオマス燃料
畜産用敷き材 

集成材の加工工程における副産物 

この刃は、表面の荒削りを
した後の部分を削るため、
粉粒が小さくなるので 

畜産用敷材として利用可能 



① 

② 

③ 

④ 

⑨ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

⑫ 

⑪ 

⑩ 

⑮ 

⑭ 

⑯ 

⑬ 



⑧ユニットに熱硬化
性接着剤を塗布し、
130℃～150℃の高温
でプレス圧着する 







竹の主な繁殖地                                   

主な竹の繁殖地 

茨城・千葉・東京・京都・
愛知・島根・岡山・山口・
高知・徳島・福岡・大分・
熊本・鹿児島・宮崎・佐
賀・長崎 

竹林が分布する可能性が高い地域 

区分 総数 森林面積 竹林面積 

総 数 25,146 23,333 152 

国 有 林 7,844 7,844 0 

公 有 林 2,730 2,725 5 

私 有 林 14,572 14,425 147 

竹林面積は森林全面積に対し約0.6％です。林野庁等に管理されているのではなく、その大
部分は私有林になっています。竹林面積の約6割が九州地方に存在しており、孟宗竹の繁殖
量1位は鹿児島、真竹については大分が1位となっています。大分県には、国内唯一の竹に
関する公的機関である「別府産業工芸試験場」があります。 



孟宗竹の性質と現状 

◆草本的特性 
 ・1年間に5m前後成長する。 
 ・地下茎の随所から新しい筍が発生する。 
◆木本的特性 
 ・硬く木質化した稈（カン）を持つ。 
 ・15mを超える大きさに育つ。 
実際には木本と草本の境界はそれほど明確だとは限らない。 
※非常に繁殖力が強いため 
            定期的な伐採が必要となる。 
 



竹の有効利用                        

竹の有効利用を模索する中で最大のメリットである素材の強靭性と成長速度の速さ等の環境特性及び高
カロリーの可燃性に着目し、集成材製造設備とその設備で排出される副産物の竹粉末の農業用肥料、畜
産用飼料への利用を組み合わせ、且つ最終的に利用できない部分に関しては、共同研究しているバイオ
マスパワーテクノロジーズ社とタクマ社が開発した発電システムとを組み合わせることにより、持続可
能な竹林整備とバイオマス発電用燃料の国内（地域）での供給が可能になると考えています。 

【問題点】 
 

◆放置された竹林（日本全国）は、約10億㎡あると言われている。 
 （モウソウチク67％、マダケ27％、ハチク0.3％） 
◆竹林保護のために伐採された竹廃材（廃棄物）が大量発生。 
◆一番量の多いモウソウチクは、年間約8.2％ずつ竹林面積を広げている。 
◆高齢化・後継者不足の問題もあり、今まで管理されていた竹林が、放置 
 されるケースが増えてきている。 

竹廃材の有効利用が求められているが、効率的な利用方法の確立されていない。 

可能な限り有効利用をした後の残存物に関しては、 
燃料として竹とバーク材を混焼するバイオマス発電事業者に販売する 



現状の竹林管理の問題点 
1. 竹林所有者の大半は個人であるため管理が出来ていない。 
2. 竹を大量に使う有効利用の道筋が見えないため竹を切る人がいない。 
3. 竹には珪素や塩素、カリウムなどが含まれており焼却炉の損傷の原因とな

るため、簡単に燃やす事が出来ない。 
4. 竹林が長い間放置されてきたため、切っても運び出す道が無い。 
5. 放置され腐敗した竹は有毒ガスを発生する。 
6. 管理責任の明確化がされていないため、放置する所有者が絶えない。 
7. 全伐採するにも費用がかかりすぎるため誰もやらない。 
8. 竹の繁殖力は強く、また拡大速度も早いため早急な対応が必要である。 

放置竹林対策のための行政費用 
1. 道路際の竹の処理費用（費用分担のすみわけが困難） 
2. 道路に倒れた竹の回収作業費及び処理費 
3. 竹林所有者が域外在住のため、管理を放棄している（竹林被害の対応費用） 
4. 竹林拡大による獣害被害の増加（対策費） 
5. 焼却処理による処分費及び焼却炉の損傷リスク 
6. 農業地域への侵食による被害対策費 
7. 住居の下への侵食による被害対策費 
8. 低価値（低価格）な物への加工による設備投資 
9. 研究開発費 
10.不法投棄等の処理費 



竹林管理の提案と解決策（すべてのステークホルダーの協力が必要） 
 
1. 竹林所有者の管理責任の明確化（条例） 
2. 自治体による竹林所有者からの管理委託の受け入れ（廉価もしくは無償） 
3. 自治体が管理委託された竹林の民間委託（廉価もしくは無償） 
4. 大規模な管理計画を策定できれば、森林環境税を使った補助や助成金で支援 
5. 森林組合や林業従事者とのタイアップ（切り子の確保：森林環境譲与税の利用） 
6. 竹の有効活用で大量に使用する事業主の誘致（税の優遇や低利融資、補助金、助成金

等で事業者を支援） 
7. 雇用促進（Iターン・Uターン、シルバー人材等人材の確保への自治体の協力） 
8. 地域自治体を挙げてのPR活動が必要（メディアを利用） 
9. すべてのステークホルダーの社会的責任の実践 

 
社会的責任とは、市民としての組織や個人は、社会において望ましい組織や個人として
行動すべきであるという考え方による責任である。 
初めは企業の社会的責任（CSR）が問題になっていたが、現在では対象が企業に限らない
と考えられている。  
組織や個人の行動は、単にその単体の効用だけによって計れるものでも、限定されるも
のでもない。市民としての組織や個人の、社会的業績や法令順守の状態も、行動の結果
として当然に現れる。組織や個人は自らのことだけに専念して、他の組織や個人または
地域や社会を無視してはならない。組織や個人は、社会において望ましい組織や個人と
して行動すべきであるという考えが、社会的責任あるいは社会的対応力である。 



竹林所有者 
（圏内外問わず） 
自己管理しているものは除く 

地域行政単位 
（県・市区町村） 

景観美化・防災に関する
条例によって、所有者の
管理責任を明確化する 

①無償（廉価）管理委託制度を策定し、
自治体に管理委託出来るようにする 

②事業の維持は、雇用の維持につながる
ため、最低20年をめどにする 

林業従事者もしくは竹を利用する
事業者へ管理委託する 

竹の有効利用事業者 
（行政として誘致） 

林業従事者 
（竹を有効活用する事業計画の提出
もしくは有効利用事業者との連携） 

竹林の管理に関して 

全量処理義務化 

納入された竹の全量処
理＆製品化 

畜産用飼料製造 
（削屑） 

農業用肥料製造 
（切屑・削屑） 

集成材製造 
（太さ 8cm～13cm） 

シリカ製造 
（枝葉） 

燃料製造 
（4面成形時
の削り屑） 

建材メーカー＆卸業者
（ハウスメーカー等） 

農業・畜産 
事業者 

自社利用＆ 
バイオマス 
発電事業者 

化粧品 
メーカー等 

竹のスプーン・
フォーク・ 

ストロー等製造 
（切り屑等） 

土木・建設会社 

竹粉末 

コンビニエンスストア・
ファーストフード等 

道路舗装用材製造 
（切り屑・削り屑） 



道路舗装材としての利用 
（児童・幼児・高齢者等の弱者に対するヒートアイランド対策） 

集成材製造に使用できない枝葉 
の減容処理（1/200～1/400） 

及び シリカ精製 

竹粉を主原料とした食器（プラスチック製品の代替） 

集成材の製造過程で産出された 
竹粉の利用に関して 



提携会社のご案内 





竹の
廃材 
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